
  

第３１号議案 

 

令和６年度蒲郡市水道事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和６年度蒲郡市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）年 度 末 給 水 栓 数              ３５，０４２栓 

（２）年 間 総 給 水 量           ９，０４０，０００㎥ 

（３）一 日 平 均 給 水 量              ２４，７６７㎥ 

（４）主要な建設改良事業 配水管布設等事業  ２，０４６，２００千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 水 道 事 業 収 益          １，９２９，３００千円 

  第１項 営 業 収 益         １，７５４，８１６千円 

  第２項 営 業 外 収 益           １７４，４５４千円 

  第３項 特 別 利 益                ３０千円 

         支        出 

第１款 水 道 事 業 費 用          １，９５１，７００千円 

  第１項 営 業 費 用         １，９１１，４５６千円 

  第２項 営 業 外 費 用            ３０，２１４千円 

  第３項 特 別 損 失                ３０千円 

第４項 予 備 費            １０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額９４５，５００千円は当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額１２０，０００千円並びに過年度分損益勘定留保資金 

８２５，５００千円で補てんするものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入          １，５５９，４００千円 

  第１項 企 業 債         １，１６１，２００千円 

  第２項 固定資産売却代金                １０千円 

  第３項 負 担 金           ２８５，５２９千円 
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  第４項 分 担 金            ４１，７１１千円 

  第５項 補 助 金            ２０，９５０千円 

第６項 出 資 金            ５０，０００千円 

         支        出 

第１款 資 本 的 支 出          ２，５０４，９００千円 

  第１項 建 設 改 良 費         ２，４１５，４５６千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金            ８９，４４４千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと 

定める。 

単位：千円  

事   項 期  間 限 度 額 

水 道 施 設 修 繕 事 業 令和７年度  ８，０００ 

配 水 場 等 設 備 保 守 点 検 事 業 令和７年度 ３，５００ 

電 気 設 備 保 守 点 検 事 業 令和７年度 １４，０００ 

配 水 場 場 内 整 備 事 業 令和７年度 １２，０００ 

西 部 送 水 管 更 新 事 業 令和７年度 １０４，９００ 

配 水 支 管 更 新 計 画 策 定 事 業 令和７年度 ８，４５０ 

 （企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

（１）起 債 の 目 的  第１南山配水場築造事業及び配水管布設替工事に充てる

ため 

（２）限  度  額  １，１６１，２００千円 

（３）起 債 の 方 法  証書借入 

            借入時期は令和６年度中とする。ただし、工事の進捗状

況等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰延べて

借入れることができる。 

（４）利    率  年利３．０％以内 

（５）償 還 の 方 法  借入先の融資条件による。 

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、６０，０００千円と定める。 
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 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）収益的支出の営業費用、営業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費及び企業債償還金間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費              １７３，６３２千円 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、１９，５７３千円と定める。 

 

令和６年２月２７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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